
お知らせ お知らせお知らせ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。

電柱からの引き込み工事も承ります！
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募集募集

広島弁護士会の無料法律相談
問�総務課☎ 43-1111 ㈹

日時　９月 22日㈭午後１時～４時
場 所　江田島保健センター（江田島町中央）
人数　５人（１人 30�分）
９月１日㈭から総務課で受け付け。

問�広島県立農業技術大学校
☎ 0824-72-0094

　農業・農村の担い手育成を目標に、
農業の実践的な教育を行う広島県立農
業技術大学校では令和５年度の学生を
募集しています。
学科と定員　本科 40人程度
▶園�芸課程（野菜・花きコース、落葉

果樹コースの２コース）
▶畜産課程（肉用牛コースの１コース）
修業年限　２年
入 学資格　将来農業に従事しようとす
る者および農業・農村の担い手を目
指す者で、高卒または同等以上の学
力のある者

広島県立農業技術大学校
の学生を募集

問�企画振興課☎ 43-1630
　令和４年 10月１日を調査期日とし
て就業構造基本調査を実施します。
　この調査は、日本の就業・不就業の
実態を明らかにし、雇用政策、経済政
策などの企画・立案のための基礎資料
として活用されます。
調 査地域　江田島町津久茂・江田島町
秋月・能美町鹿川・大柿町大原・大
柿町大君
※�調査地域の中から、無作為に調査世
帯が選ばれます。調査世帯には、事
前に調査依頼のはがきが届きます。

調 査時期　９月中旬頃から、調査員が
調査票を配布します。調査へのご協
力をお願いします。

就業構造基本調査に
ご協力を

さまざまな人権問題に関する相談
◦みんなの人権110番（平日8:30 ～ 17:15）
　☎0570-003-110
さまざまな人権問題に関するインターネット相談
◦インターネット人権相談
　 �https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
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事業所名　秋本産業株式会社☎ 082-232-1141
募集職種　営業事務　　募集人数　１人
勤 務場所　江田島分室（大柿町大原 1048-4）
年 齢条件　40歳未満の方（長期勤続によるキャリア形成のため）
勤 務時間　9:00 ～ 15:00
給 与　�時給 1,000 円　　必  要な免許　不問
休日　土、日、祝日
そ の他　正社員に登用される見込みあり
■�市内が勤務地となる正社員または正社員へ登用されることが
見込まれる求人情報を、広報紙と市ホームページに掲載しま
す。詳しくは交流観光課まで。

問�江田島市商工会☎ 42-0168
　事業経営の基礎知識や、新規開業時の具体的な事業計画・資
金計画の立て方などを習得できる「創業塾」を開催します。な
お、今後の感染拡大状況により変更が生じた場合は、市商工会
ホームページでお知らせします。
※フォローアップセミナー、個別相談会も行います。
開催日　10月 15日㈯、22日㈯、29日㈯、11月５日㈯
　　　　午前 10時～午後４時
場所　江田島コミュニティセンター３階集会室（江田島町小用）
対象　・市内で新規創業を志す方や興味がある方
　　　・創業後間もない事業者
　　　・事業承継を考えている後継者の方
　　　・事業を営んでいて事業の基礎を学びたい方
　　　※高校生、大学生を含め年齢は問いません。
定員　30人（予定）　　申込先　江田島市商工会

問�（一社）江田島市観光協会☎ 42-4871
　江田島市の四季を彩る応募全作品を展示します。
日時　9月３日㈯～ 29日㈭
場所　学びの館（江田島町中央）

問�交流観光課☎ 43-1632

求人の詳細は募集事業所へ

令和４年度創業塾の受講者を募集

江田島市フォトコンテスト2021
「江田島の四季」全作品展を開催

求人情報

【人権ってどういう意味ですか？】　
　いつもの生活ではあまり意識しない「人権」ですが、簡単
にいうと、「人が人として社会規範の中で自由に考え、行動
できる権利」で、みんな生まれながらに持っている権利です。

【人権を知ること】
　人権とは何か知らなかったら、自分が人権を侵されている
ことも、自分が人の人権を侵していることも気づくことがで
きません。

【どんなものがあるの？】
◦自由に生きる権利
　①身体の自由　奴隷・強制労働の禁止、拷問・残虐な刑罰の禁止
　②精神の自由　思想・良心などこころの中の自由、表現する自由
　③経済活動の自由　職業選択の自由、居住・移転の自由
◦平等の権利　誰でも等しく尊重され、平等に扱われる権利
◦人間らしく生きる権利
　①生存権　健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
　②教育を受ける権利　中学校まで義務教育が無償
　③労働者の権利　�労働の機会の保障、労働条件について雇

主と交渉する権利など
◦参政権　国民の代表を選ぶ権利、代表に立候補する権利
◦請求権　権利を侵害されたとき、訴える権利

【人権が守られていますか？】
　自分が、生きていることがたいへんだ、辛いなあ、と感じ
るときがあったら、自分の権利が危うい状態にないか、考え
てみてはどうでしょうか。
　また、辛い状況にある人がそばにいるときは、その人が権
利を守られた状況にあるか考えたり、知らないうちに自分の
行った行為で相手の権利をおびやかしてしまったことがない
か、振り返ることも大事です。

問 人権推進課☎４３- １６３５

人権とは

募集

看板など屋外広告物を設置
するときは申請が必要です

問�都市整備課☎ 43-1647
　毎年９月１日～ 10 日は、「屋外広
告物適正化旬間」です。屋外広告物に
ついての理解を深め、周辺の景観や安
全に配慮した屋外広告物となるようご
協力をお願いします。屋外広告物とは、
常時または一定の期間、屋外で公衆に
表示されるものであって、看板やのぼ
り旗など多くの種類があります。

　屋外広告物を誰もが勝手に設置して
しまうと広告物が氾濫し、まちの雰囲
気や景観などが損なわれてしまいま
す。また、設置や管理が適正に行われ
ていないと落下や倒壊により思わぬ事
故や災害を招くこともあります。この
ようなことから、屋外広告物の設置や
管理のルールが定められています。
　屋外で広告物を表示・設置しようと
するときは、社会生活を営むうえで最
小限必要な広告物を除き、あらかじめ
市の許可を受ける必要があります。ま
た、表示・設置できない場所や広告物
の大きさ、高さなどの基準があります。
　詳しくは、都市整備課にご相談くだ
さい。
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①壁面広告　②突出し看板　③アーチ看板　④屋
上広告塔　⑤掲示板　⑥立看板　⑦電柱広告（添
加広告）　⑧電柱広告（巻き付け広告）　⑨バス広
告　⑩懸垂幕　⑪気球広告（アドバルーン）⑫は
り紙　⑬のぼり旗

屋外広告物の種類（イメージ図）

問�協同組合一級建築士事務所�SOU�間（前岡）
☎�090-8066-5006

　江田島市をアートなまちに !! 新た
な趣味の発見に。初心者歓迎、絵心不
要、予約不要。直接おこしください。
日時　10月１日㈯
　　　午後０時�30�分～５時
場所　江田島コミュニティセンター　
　　　（江田島町小用）
内容　人体（実物モデル）
会費　1,500 円
準 備物　用紙、鉛筆、コンテ、筆など
（用紙は実費販売あり）

問�協同組合一級建築士事務所�SOU�間（前岡）
☎�090-8066-5006

　江田島市に関わりのある方・アー
ティストの作品展を
開催します。日頃創
作に関わっている方、
プロを目指す方、お
気軽にお問い合わせ
ください。
日時　�10 月５日㈬

～ 28日㈮
場 所　学びの館　
（江田島町中央）

第８回江田島デッサン会

第１回
江田島アーティスト展

回答はかんたん便利な
インターネットで！
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江田島デッサン会講師
井田英夫
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